
は
じ
め
に

本
稿
は
『
台
記
』
保
延
二
年
記
に
関
す
る
写
本
研
究
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
二
本
の
論
考
（
本
稿
で
は
拙
稿
Ａ
、
拙
稿
Ｂ
と
表

記
す
る
）
を
著
し
、
現
存
す
る
『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
諸
写
本
を
比
較
検
討
し
て
得
ら
れ
た
知
見
を
提
示
し
て
き
た（

1
）。
対
象
と
し

た
写
本
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
所
蔵
本
の
う
ち
伏
見
宮
本
と
柳
原
本（

₂
）、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
本
の
う
ち
紅
葉
山
本
・

坊
城
本
・
賀
茂
清
茂
書
写
本
（
以
下
、
賀
茂
本
と
表
記
す
る
）（

₃
）、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
所
蔵
本
（
以
下
、
狩
野
本
と
表

記
す
る
）（

₄
）、
そ
れ
に
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
西
洞
院
本（

5
）で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
写
本
に
つ
い
て
、
拙
稿
Ａ
で
は
保
延
二

年
十
月
条
、
拙
稿
Ｂ
で
は
同
年
十
一
月
一
日
～
十
三
日
条
の
記
述
を
比
較
検
討
し
、
写
本
間
の
関
係
性
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、

限
定
的
な
考
察
か
ら
で
は
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
₁ 

）『
台
記
』
保
延
二
年
記
は
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
～
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
、
賀
茂
清
茂
が
伏
見
宮
家
に
所
蔵
さ
れ
て

白　
　

根　
　

靖　
　

大

『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
研
究

─
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
を
中
心
に

─

『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
研
究
（
白
根
）
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い
た
南
北
朝
期
の
写
本
（
伏
見
宮
本
）
を
書
写
（
賀
茂
本
）
し
た
の
を
契
機
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
希
代
珍
記
」「
家
宝
」（
賀

茂
本
）「
希
世
之
遺
書
」「
宜
珍
秘
」（
坊
城
本
）「
秘
本
」「
堅
可
禁
他
見
者
也
」（
柳
原
本
）
と
評
さ
れ
る
な
ど
、
当
時
は
貴
重
書
扱
い

さ
れ
て
い
た
。

（
₂ 

）
保
延
二
年
記
写
本
の
一
つ
の
系
統
と
し
て
、
賀
茂
本
↓
万
里
小
路
本
↓
坊
城
本
（
↓
八
条
本
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

う
ち
坊
城
本
は
、
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
に
坊
城
俊
将
が
書
写
し
た
も
の
で
、
文
脈
を
重
視
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
特
色
が

あ
り
、
よ
り
原
文
（
頼
長
の
記
述
）
に
近
づ
け
よ
う
と
い
う
書
写
者
の
意
識
を
看
取
で
き
る
。

（
₃ 

）
紅
葉
山
本
と
狩
野
本
は
作
成
時
期
や
書
写
者
が
不
詳
で
、
特
色
と
し
て
元
と
な
っ
た
写
本
を
忠
実
に
書
写
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
紅
葉
山
本
は
賀
茂
本
の
複
写
本
（
複
製
本
）
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
₄ 

）
柳
原
本
は
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
に
柳
原
光
綱
に
よ
っ
て
、
西
洞
院
本
は
延
享
五
年
（
寛
延
元
年
、
一
七
四
八
）
に
西
洞
院

時
名
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
同
じ
類
型
に
属
す
と
見
ら
れ
る
が
、
元
と
な
っ
た
写
本
が
同
一
か

は
定
か
で
な
い
。

『
台
記
』
の
写
本
研
究
は
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
と
言
っ
て
よ
く（

₆
）、
基
礎
的
な
検
討
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
前
掲

の
二
本
の
拙
稿
は
そ
の
一
端
を
担
う
も
の
だ
が
、
狩
野
本
に
つ
い
て
は
類
本
が
見
当
た
ら
ず
、
精
査
が
な
か
な
か
進
ま
ず
に
い
た
。
そ
う

し
た
中
、
今
回
狩
野
本
と
比
較
検
討
す
る
べ
き
二
つ
の
写
本
を
見
出
し
た
。
そ
れ
が
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
所
蔵
の
広
幡
本
と
日
野
本
の

保
延
二
年
記
で
あ
る（

₇
）。
両
者
は
、
一
丁
の
字
数
・
行
数
が
狩
野
本
と
共
通
す
る
な
ど
、
同
じ
類
型
に
属
す
と
見
ら
れ
る
も
の
で
、
精

査
の
対
象
と
し
て
充
分
な
価
値
を
有
す
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
二
本
の
拙
稿
で
行
っ
た
写
本
間
の
異
同
の
分
析
を
広
幡
本
と
日
野
本
に
も
適
用
さ
せ
る
と
と
も
に
、
狩
野
本
・

広
幡
本
・
日
野
本
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
翻
刻
掲
載
し
て
き
た
狩
野
本
の
本
文
に
つ
い
て
、
拙
稿
Ｂ

を
承
け
、
紙
幅
の
都
合
で
保
延
二
年
十
一
月
十
四
日
～
二
十
日
条
と
な
る
が
、
翻
刻
掲
載
を
継
続
す
る
。
さ
ら
に
、
新
た
に
翻
刻
掲
載
す

る
十
一
月
十
四
日
～
二
十
日
条
に
関
し
て
は
、
二
本
の
拙
稿
で
比
較
検
討
の
対
象
と
し
た
諸
写
本
に
広
幡
本
と
日
野
本
を
加
え
、
改
め
て

写
本
間
の
異
同
を
精
査
し
て
い
く
。

二



一　

広
幡
本
『
台
記
』
保
延
二
年
記
・
日
野
本
『
台
記
』
保
延
二
年
記
と
諸
異
同

ま
ず
、
広
幡
本
と
日
野
本
の
概
要
か
ら
見
て
い
こ
う
。

広
幡
本
『
台
記
』
は
全
十
四
巻
で
、
保
延
二
年
記
～
久
寿
二
年
記
お
よ
び
目
録
が
現
存
し
て
い
る
。
目
録
と
保
延
二
年
記
を
除
い
た
巻

に
は
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
広
幡
前
秀
が
山
科
忠
言
と
と
も
に
校
合
し
た
旨
の
付
記
が
あ
る
も
の
の
、
書
写
の
時
期
や
書
写
者
に

つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
保
延
二
年
記
に
は
そ
の
付
記
が
な
い
が
、「
此
一
冊
以
式
部
卿
宮
御
本
書
写
校
合
了
、
永
可
止
他
見
者
也
、
長
忠
」
と

記
さ
れ
た
押
紙
が
表
紙
裏
に
見
ら
れ
る
。「
長
忠
」
は
広
橋
長
忠
で
、
宝
永
八
年
（
正
徳
元
年
、
一
七
一
一
）
生
ま
れ
で
明
和
八
年
（
一

七
七
一
）
に
没
し
た（

₈
）人
物
で
あ
る
。
彼
は
前
掲
し
た
前
秀
の
祖
父
に
あ
た
る
。
一
方
、「
式
部
卿
宮
」
は
、「
は
じ
め
に
」
の
（
₁
）

で
指
摘
し
た
保
延
二
年
記
に
関
す
る
経
緯
か
ら
す
る
と
、
長
忠
と
同
じ
時
期
の
京
極
宮
家
仁
親
王
（
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
生
～
明

和
四
年
（
一
七
六
七
）
没
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
任
式
部
卿
宮（

₉
））
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
第
一
丁
に
は
「
此
一
冊
秘
本
也
、

不
出
閫
外
也
、
光
栄
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。「
光
栄
」
は
烏
丸
光
栄
で
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
～
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
存
命

の
人
物
で
あ
る（
1₀
）。
光
栄
と
長
忠
の
関
係
は
不
詳
だ
が
、
歌
人
と
し
て
秀
で
て
い
た
光
栄
は
家
仁
親
王
と
親
交
が
あ
っ
た
よ
う
で（
11
）、

こ
の
光
栄
を
介
し
て
長
忠
が
「
式
部
卿
宮
御
本
」（
以
下
、
京
極
宮
本
と
表
記
す
る
）
を
手
に
し
た
可
能
性
が
高
い
。
す
る
と
、
広
幡
本
『
台

記
』
保
延
二
年
記
は
、
賀
茂
本
が
書
写
さ
れ
た
以
降
で
烏
丸
光
栄
の
没
す
る
前
、
長
忠
の
年
齢
も
考
慮
す
る
と
、
お
そ
ら
く
享
保
半
ば
～

延
享
頃
に
書
写
・
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

日
野
本
『
台
記
』
は
全
十
三
巻
で
、
保
延
二
年
記
～
久
寿
二
年
記
が
現
存
し
て
い
る
。
保
延
二
年
記
以
外
の
巻
に
は
、
天
明
四
、
五
（
一

七
八
四
、
五
）
年
に
日
野
資
矩
が
中
山
愛
親
の
本
（
以
下
、
中
山
本
と
表
記
す
る
）
を
借
り
て
書
写
し
た
旨
の
奥
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
中
山
愛
親
の
父
栄
親
が
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
に
八
条
隆
英
の
本
（
以
下
、
八
条
本
と
表
記
す
る
）
を
傭
書
を
使
っ
て
書
写
し

た
と
い
う
中
山
本
の
奥
書
と
見
ら
れ
る
記
述
や
、
中
山
本
の
元
と
な
っ
た
八
条
本
に
転
写
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
坊
城
本
の
奥
書
も
併
記
さ
れ

『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
研
究
（
白
根
）
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て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
保
延
二
年
記
以
外
の
巻
に
つ
い
て
は
、
坊
城
本
↓
八
条
本
↓
中
山
本
↓
日
野
本
と
い
う
書
写
系
統
が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
保
延
二
年
記
に
は
奥
書
が
全
く
な
く
、
他
の
箇
所
に
も
書
写
の
事
情
を
語
る
識
語
は
見
当
た
ら
な
い
。
で
は
保
延
二
年

記
以
外
の
巻
と
同
じ
書
写
系
統
を
た
ど
っ
た
か
と
言
え
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
文
字
・
記
述
の
異
同
か
ら
す
る
と
、
日
野
本
保
延
二
年

記
と
坊
城
本
保
延
二
年
記
は
異
な
る
類
型
と
い
う
結
果
と
な
り
、
少
な
く
と
も
「
は
じ
め
に
」
の
（
₂
）
で
指
摘
し
た
系
統
に
結
び
つ
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
保
延
二
年
記
に
つ
い
て
も
日
野
資
矩
が
中
山
本
を
書
写
し
た
可
能
性
は
残
る
が
、
そ
の
場
合
中
山
本
保
延
二
年
記

は
、
他
の
巻
と
異
な
り
、
八
条
本
で
は
な
い
本
を
書
写
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
日
野
本
『
台
記
』
保
延
二
年
記
は
、

現
時
点
で
は
書
写
・
作
成
の
時
期
・
主
体
を
特
定
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

次
に
、
二
本
の
拙
稿
で
注
目
し
た
文
字
・
記
述
の
写
本
間
の
異
同
に
つ
い
て
、
広
幡
本
・
日
野
本
を
加
え
た
結
果
を
提
示
し
た
い
。
な

お
、
こ
こ
で
は
写
本
の
表
記
を
伏
見
宮
本
＝
伏
本
の
よ
う
に
略
記
す
る
。
ま
た
、
史
料
表
記
中
の
︿　

﹀
は
割
書
を
表
す
。

①
十
月
十
一
日
条

︻
伏
本
︼
引
上
倚
子
立
大
臣
間
□
、
件
立
様
、
大
殿
兼
日
仰
合
内
府
、

︻
賀
本
︼
引
上
倚
子  

─立
大
臣
間
─
件
立
様
大
殿
歟

─
─
─
─
─
─
─ 

兼
日
仰
合
内
府
、

︻
紅
本
・
柳
本
・
西
本
︼
引
上
倚
子  

─立
大
臣
間
─
件
立
様
大
殿
歟

─
─
─
─
─
─
─ 
兼
日
仰
合
内
府
、

︻
狩
本
︼
引
上
倚
子  

─立
大
臣
間
─
仲
立
様
大
殿
歟

─
─
─
─
─
─
─ 

兼
日
仰
合
内
府
、

︻
坊
本
︼
引
上
倚
子
立
大
臣
間
了
、
件
立
様
、
大
殿
兼
日
仰
合
内
府
、

︻
広
本
︼
引
上
倚
子  

─立
大
臣
間
了
件
立
様
大
殿
歟

─
─
─
─
─
─
─ 

兼
日
仰
合
内
府
、

︻
日
本
︼
引
上
倚
子  

─立
大
臣
間
了
件
立
様
大
殿
歟

─
─
─
─
─
─
─ 

兼
日
仰
合
内
府
、

四



こ
の
異
同
は
、「
は
じ
め
に
」
の
（
₁
）
を
踏
ま
え
る
と
、
賀
茂
本
が
作
成
さ
れ
た
際
、
伏
見
宮
本
の
当
該
箇
所
が
判
読
し
づ
ら
く
な
っ

て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
欠
損
表
記
の
右
傍
の
注
記
は
賀
茂
本
の
書
写
者
の
推
定
と
見
な
せ
る
。
賀
茂
本
か
ら
派
生
し
た
諸
写
本

は
こ
れ
を
転
写
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
欠
損
表
記
内
の
傍
線
の
記
し
方
や
、
右
傍
注
記
の
「
─
」
と
「
了
」
あ
る
い
は
「
件
」
と

「
仲
」
と
い
っ
た
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
異
彩
を
放
つ
の
が
坊
城
本
で
、
賀
茂
本
の
右
傍
注
記
を
文
意
に
あ
わ
せ
て
本
文

に
組
み
入
れ
て
い
る
。
日
野
本
が
坊
城
本
と
同
類
型
に
属
さ
な
い
の
は
こ
こ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

②
十
月
十
一
日
条

︻
伏
本
・
賀
本
・
紅
本
・
狩
本
・
柳
本
・
西
本
︼
入
自
庁
西
庇
中
門間歟、
経
北
更
東
折
、
入
自
庁
北
戸
中
間
、

︻
坊
本
︼
入
自
庁
西
庇
中
間
、
経
北
更
東
折
、
入
自
庁
北
戸
中
間
、

︻
広
本
・
日
本
︼
入
自
庁
西
庇
中
門
、
経
北
更
東
折
、
入
自
庁
北
戸
中
間
、

傍
線
部
に
注
目
す
る
と
、
現
存
す
る
保
延
二
年
記
の
祖
本
と
な
る
伏
見
宮
本
の
表
記
を
、
賀
茂
本
以
下
の
多
く
の
写
本
が
踏
襲
し
て
い

る
中
、
坊
城
本
は
注
記
の
「
間
」
を
採
っ
て
本
文
と
し
て
い
る
。
こ
の
日
の
記
述
は
頼
長
の
着
座
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
の
儀
の
流
れ
か

ら
す
る
と
「
間
」
で
文
意
が
通
る
。「
は
じ
め
に
」
の
（
₂
）
で
挙
げ
た
坊
城
本
の
「
文
脈
を
重
視
」
と
い
う
性
格
が
表
れ
て
い
る
。
一
方
、

広
幡
本
と
日
野
本
は
同
じ
記
述
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
を
同
類
型
の
写
本
と
見
な
し
得
る
事
例
の
一
つ
と
な
る
。

③
十
月
十
六
日
条

︻
伏
本
・
西
本
︼
各
着
床
子
、
弁
公
行
起
座
申
上
、︿
予
無
答
、
少
見
遣
弁
方
﹀、
弁
・
少
納
言
・
外
記
・
史
等
称
唯
シ
テ
着
床
子
、

︻
賀
本
︼
各
着
床
子
（
朱
書
）、◯弁公
行
起
座
申
上
、︿
予
無
答
、少
見
遣
弁
方
﹀、抄

弁
・
少
納
言
・
外
記
・
史
等
称
唯
シ
テ
着
床
子
、

︻
紅
本
・
狩
本
・
広
本
・
日
本
︼
各
着
床
子
、
弁
・
少
納
言
・
外
記
・
史
等
称
唯
シ
テ
着
床
子
、

『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
研
究
（
白
根
）

五



︻
坊
本
︼
各
着
床
子
、
弁
公
行
起
座
申
上
、︿
予
無
答
、
少
見
遣
弁
方
﹀、
少
納
言
・
外
記
・
史
等
称
唯
シ
テ
着
床
子
、

︻
柳
本
︼
各
着
床
子
（
朱
書
）、◯弁公
行
起
座
申
上
、︿
予
無
答
、少
見
遣
弁
方
﹀、

弁
・
少
納
言
・
外
記
・
史
等
称
唯
シ
テ
着
床
子
、

こ
の
異
同
は
、
伏
見
宮
本
を
写
し
た
賀
茂
本
の
書
写
者
が
「
弁
公
行
起
座
申
上
、︿
予
無
答
、
少
見
遣
弁
方
﹀」
を
書
き
落
と
し
た
こ
と

に
起
因
す
る
。
賀
茂
本
に
は
後
に
『
宇
槐
雑
抄
』
と
対
校
し
て
補
訂
し
た
注
記
が
右
傍
に
加
え
ら
れ
て
お
り
、
柳
原
本
は
そ
の
表
記
を
受

け
継
い
で
い
る（
1₂
）。
坊
城
本
は
、
賀
茂
本
に
加
え
ら
れ
た
補
注
を
本
文
に
組
み
入
れ
て
お
り
、
続
く
「
弁
」
の
文
字
が
抜
け
て
い
る
も

の
の
、
文
脈
を
整
え
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
こ
こ
に
も
現
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
賀
茂
本
の
補
注
が
抜
け
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
紅
葉
山
本
・
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
で
あ
る
。
紅
葉
山
本

は
、「
は
じ
め
に
」
の
（
₃
）
に
記
し
た
よ
う
に
、
賀
茂
本
の
複
写
本
（
複
製
本
）
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
異

同
は
紅
葉
山
本
の
作
成
時
期
が
賀
茂
本
に
補
注
が
加
え
ら
れ
る
前
だ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
異
同
は
狩
野
本
・
広

幡
本
・
日
野
本
を
同
類
型
に
位
置
づ
け
る
根
拠
の
一
つ
と
な
る
。

な
お
、
西
洞
院
本
が
伏
見
宮
本
と
同
じ
記
述
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
類
型
に
属
す
る
柳
原
本
の
注
記
を
本
文
に
組
み
入
れ
た
た
め
と

推
測
で
き
る（
1₃
）。

④
十
一
月
七
日
条

︻
伏
本
︼
大
殿原
七
、
八
人
掩
鼻
悪
声
曰
、（
中
略
）
大
衆
等
重
無
淙
旨
、

︻
賀
本
・
紅
本
・
狩
本
・
日
本
︼
大
原
七
、
八
人
掩
鼻
悪
声
曰
、（
中
略
）
大
衆
等
重
無
淙
旨
、

︻
坊
本
︼
大
衆
七
、
八
人
掩
鼻
悪
声
曰
、（
中
略
）
大
衆
等
重
無
陳
旨
、

︻
柳
本
︼
大
原衆
歟七
、
八
人
掩
鼻
悪
声
曰
、（
中
略
）
大
衆
等
重
無
淙陳歟旨
、

︻
西
本
︼
大
原衆
歟七
、
八
人
掩
鼻
悪
声
曰
、（
中
略
）
大
衆
等
重
無
陳
旨
、

︻
広
本
︼
大
原衆
七
、
八
人
掩
鼻
悪
声
曰
、（
中
略
）
大
衆
等
重
無
□陳
旨
、

六



こ
の
事
例
は
現
存
す
る
写
本
の
祖
本
た
る
伏
見
宮
本
の
表
記
が
誤
っ
て
お
り
、
文
脈
か
ら
す
る
と
坊
城
本
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
引
用
部
冒
頭
の
二
文
字
に
つ
い
て
、
伏
見
宮
本
を
書
写
し
た
賀
茂
本
は
「
大
原
」
と
解
釈
し
て
本
文
を
記
し
、
そ
の
表
記
を
紅
葉
山

本
・
狩
野
本
・
日
野
本
が
踏
襲
し
て
い
る
。
柳
原
本
・
西
洞
院
本
・
広
幡
本
は
、「
大
原
」
を
本
文
と
し
な
が
ら
、「
衆
歟
」「
衆
」
と
い

う
注
記
を
付
し
て
い
る
。
一
方
、
中
略
後
の
傍
線
部
の
文
字
に
つ
い
て
、
伏
見
宮
本
の
「
淙
」
を
踏
襲
す
る
写
本
と
、
文
意
か
ら
「
陳
」

と
判
断
し
注
記
し
た
り
、
本
文
の
文
字
を
「
陳
」
に
改
め
る
写
本
に
分
か
れ
る
。
こ
の
異
同
か
ら
は
、
狩
野
本
と
日
野
本
が
近
い
存
在
だ

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
が
、
二
本
の
拙
稿
で
提
示
し
た
異
同
に
つ
い
て
、
広
幡
本
と
日
野
本
を
加
え
て
再
検
討
し
た
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
、

狩
野
本
と
広
幡
本
、
広
幡
本
と
日
野
本
、
日
野
本
と
狩
野
本
に
共
通
す
る
異
同
が
散
見
さ
れ
る
。
中
で
も
、
次
の
二
例
か
ら
、
狩
野
本
・

広
幡
本
・
日
野
本
が
同
類
型
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

⑤
十
一
月
七
日
条

︻
伏
本
・
賀
本
・
狩
本
・
広
本
・
日
本
︼
午
初
程
就
佐
保
田
、︿
別
当
僧
正
房
也
﹀

︻
紅
本
・
坊
本
・
柳
本
・
西
本
︼
午
初
程
就
作
保
田
、︿
別
当
僧
正
房
也
﹀

傍
線
部
に
つ
い
て
、
賀
茂
本
の
文
字
は
「
佐
」
に
も
「
作
」
に
も
見
え
る
く
ず
し
字
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
紅
葉
山
本
は
「
作
」
と

判
読
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
は
じ
め
に
」
の
（
₂
）
に
あ
る
よ
う
に
、
坊
城
本
は
万
里
小
路
本
を
、
万
里
小
路
本
は
賀
茂
本
を
写

し
た
も
の
な
の
で
、
万
里
小
路
本
も
ま
た
「
作
」
と
表
記
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
は

「
佐
」
と
表
記
し
て
お
り
、
三
者
は
「
は
じ
め
に
」
の
（
₂
）
と
は
異
な
る
系
統
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

⑥
十
一
月
十
日
条

『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
研
究
（
白
根
）
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︻
伏
本
・
賀
本
・
紅
本
・
坊
本
・
柳
本
・
西
本
︼
関
白
殿
ニ
奉
習
内
弁
之
様
ヲ
令
語
申
、
々
畢
解
衣
一
寝
、」
（
改
行
）前
駆
基
章
・
成
賢
・
隆

康
・
重
賢
等
也
、

︻
狩
本
・
広
本
・
日
本
︼
関
白
殿
ニ
奉
習
内
弁
之
様
ヲ
令
語
申
、
々
畢
解
衣
一
寝
、
前
駆
基
章
・
成
賢
・
隆
康
・
重
賢
等
也
、

こ
の
異
同
は
「
々
畢
解
衣
一
寝
」
の
後
の
改
行
の
有
無
で
あ
る
。
文
字
に
関
し
て
は
書
写
者
の
判
読
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
微
妙

な
く
ず
し
字
な
ど
は
同
じ
類
型
の
写
本
で
も
異
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
改
行
は
一
目
瞭
然
の
書
式
で
あ
る
。
狩
野
本
・
広

幡
本
・
日
野
本
は
、
改
行
の
な
い
同
じ
本
を
写
し
た
か
、
写
し
た
の
が
別
の
本
で
あ
っ
て
も
そ
の
系
統
に
属
す
る
か
、
あ
る
い
は
相
互
に

書
写
関
係
を
持
つ
か
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
三
者
が
同
類
型
の
写
本
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
か
ろ
う
。

二　

狩
野
本
『
台
記
』
保
延
二
年
十
一
月
記

次
に
、
狩
野
本
『
台
記
』
の
中
か
ら
、
保
延
二
年
十
一
月
十
四
日
～
二
十
日
条
の
本
文
を
翻
刻
す
る
。

〔
凡
例
〕

一
、
史
料
の
漢
字
は
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

一
、
本
文
に
は
、
適
宜
、
読
点
や
並
列
点
を
加
え
た
。
ま
た
、
割
書
は
︿　

﹀
で
表
記
し
た
。

一 

、
欠
損
部
分
は 

 

で
示
し
、
欠
損
で
は
な
い
も
の
の
脱
落
し
て
い
る
箇
所
は
そ
の
旨
を
筆
者
注
と
し
て
記
し
た
。
ま
た
、
対
校
に

基
づ
く
注
記
は
せ
ず
、
原
本
に
お
い
て
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
そ
の
ま
ま
記
し
た
。

一
、
誤
写
と
判
断
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
文
字
は
原
状
の
ま
ま
と
し
、
文
意
が
通
じ
に
く
い
場
合
は
右
傍
に
（
マ
マ
）
と
注
記
し
た
。

八



十殿上
幷
宮
内
斎
院
淵
酔
事

 
四
日
︿
戊

（
マ
マ
）

寅
﹀、
天
晴
、
今
日
殿
上
幷
中
宮
・
斎
院
淵
酔
也
、
依
被
催
中
宮
淵
酔
、
酉
刻
許
着
直
衣
︿
白
衣
、
薄
色
織
物
指
貫
、
濃
打
﹀、

参
中
宮
殿
上
、
兼
宰
相
重
通
着
束
帯
被
居
、
予
問
重
通
曰
、
殿
上
淵
酔
終
歟
、
如
何
、
被
答
曰
、
已
了
云
々
、
殿
上
人
候
五
節
所
也
、

関
白
御
簾
中
被
仰
云
、
人
々
可
有
着
座
、
重
仰
伝
殿
上
人
着
座
、︿
公
卿
座
南
上
対
座
、
雲
客
西
上
対
座
﹀、
諸
大
夫
居
酒
肴
、
次
勧
盃

︿
権
右
少
弁
雅
綱
取
盃
授
予
、
々
以
下
流
巡
如
常
﹀、
次
顕
輔
朝
臣
取
盃
授
予
、
流
巡
如
初
、
次
人
々
朗
詠
、
今
様
、
此
間
大
宮
中
納
言

参
会
、
次
万
歳
示
（
マ
マ
）、
自
下
臈
舞
上
、
殿
上
人
少
々
舞
時
、
頭
中
将
忠
基
勧
盃
、
忠
基
飲
了
授
予
、
不
取
、
猶
示
可
飲
之
由
、
又
々
飲
了

授
大
宮
大
夫
不
被
解
紐
事

予
、
不
取
、
猶
示
可
飲
之
由
、
忠
基
又
飲
、
此
間
予
謂
大
宮
中
納
言
曰
、
今
ハ
見
勘
（
マ
マ
）盃
袖
口
、
被
答
曰
、
可
然
、
仍
予
頭
中
将
ニ
曰
、

可
解
紐
、
忠

（
マ
マ
）

基
解
紐
祖カ
タ
ヌ
ク、此
時
人
々
皆
祖
（
マ
マ
）、
大
宮
中
納
言
称
紐
不
被
解
之
由
不
祖
（
マ
マ
）、
予
又
示
可
飲
由
、
忠
基
飲
畢
授
予
、
々
授
中
納
言
、

已
下
流
巡
如
初
、
次
第
舞
上
、
予
舞
了
人
々
立
座
、
次
予
取
挿
給
中
宮
女
房
、
次
予
参
殿
上
方
、
退
出
、
今
夜
前
斎
院
淵
酔
云
々
、

今
日
参
入
公
卿
、

　

予　

大
宮
中
納
言
︿
装
束
束
帯
﹀　

重
通
︿
束
帯
﹀
等
也
、

十自院
賜
童
装
束
事

 

五
日
︿
己
卯
﹀、
天
晴
、
月
蝕
也
、
辰
刻
伊
予
守
忠
隆
朝
臣
為
自
院
御
使
持
来
重
（
マ
マ
）装
束
、
此
間
儀
何
様
可
候
乎
と
以
顕
憲
令
尋
申
大
殿
、

被
仰
云
、
童
装
束
可
持
来
五
節
所
也
、
而
不
計
テ
持
来
里
亭
、
可
然
之
様
可
被
沙
汰
歟
、
禄
な
と
ハ
自
も
可
被
取
歟
、
且
又
可
被
申
合

別
童
（
マ
マ
）也
、
以
顕
憲
申
合
別
当
、
々
々
々
（
マ
マ
）童
装
束
可
持
参
五
節
所
之
由
令
申
畢
、
仍
忠
隆
所
持
参
五
節
所
也
、
者
又
以
顕
憲
尋
申
大
殿
云
、

童
自
可
被
取
禄
事
　
大
殿
仰

装
束
持
参
五
節
所
也
、
但
五
節
所
に
て
も
何
様
可
候
そ
、
禄
ハ
誰
人
可
取
そ
、
被
仰
云
、
五
節
所
に
て
も
別
当
な
と
こ
そ
は
被
取
め
、

於
此
方
こ
そ
自
取
め
、
以
顕
憲
又
令
申
別
当
、
々
々
云
、
取
禄
事
可
勤
也
、
頃
之
従
大
殿
以
御
書
被
仰
云
、
禄
別
当
与
我
之本
ノ
マ同ヽ
可
被
取
也
、

︿
我
と
云
ハ
頼
長
也
﹀、
着
装
束
︿
直
衣
、
半
色
丸
文
奴
袴
、
薄
紅
梅
衣
二
、
同
文
（
マ
マ
）単
、
裏
濃
紅
梅
、
織
物
出
衣
﹀、
欲
出
之
時
、
借
物

節
武
道
遅
参
、
仍
暫
遅
々
、
武
道
参
上
之
後
即
参
内
、
先
参
宮
御
方
殿
上
、
次
向
五
節
所
、
別
当
被
来
件
所
、
朝
隆
来
五
節
所
、
催
可

付
童
幷
下
仕
之
殿
上
人
等
、
次
関
白
令
渡
給
、
御
装
束
、︿
浅
黄
丸
文
綾
奴
袴
、
令
出
竪
文
織
物
白
厚
衣
歟
﹀、
関
白
令
上
五
節
所
東
向

妻
戸
御
簾
テ
、
令
取
置
童
装
束
、
五
位
諸
大
夫
役
之
、
関
白
被
仰
云
、
院
御
使
禄
、
自
可
被
取
之
由
自
大
殿
被
仰
、
仍
自
可
被
取
也
者
、

召本
ノ
マスヽ
忠
隆
於
東
縁
、
予
取
禄
授
之
、︿
女
装
束
﹀、
給
畢
如
本
下
簾
、
令
着
童
装
束
了
、
人
々
被
行
殿
上
方
、
依
可
有
殿
上
召
物
也
、
人
々

暫
徘
徊
殿
上
々
戸
、
年
中
行
事
障
子
下
、
居
物
畢
、
民
部
卿
也
、
下
居
殿
上
、
一
献
勧
盃
雅
国
︿
少
納
言
﹀、
二
献
朝
隆
、
三
献
経
宗
︿
四

『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
研
究
（
白
根
）
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位
少
将
﹀、
瓶
子
蔵
人
取
之
、
人
々
祖
（
マ
マ
）、
自
二
献
朗
詠
、
今
様
、
三
献
了
万
歳
楽
、
殿
上
人
皆
悉
舞
、
上
達
部
不
舞
、
起
座
、
如
元
結
紐
、

徘
徊
寝
殿
与
西
台
代
間
渡
殿
、
頭
中
将
称
諸
卿
有
召
、
人
々
着
座
、
次
童
女
御
覧
、
就
童
女
人
々
、
公
能
・
経
宗
・
憲
俊
・
忠
雅
、
就

下
仕
人
々
、
資
賢
・
信
時
・
公
信
、
今
一
人
、
雖
被
催
俊
隆
・
雅
綱
・
俊
雅
、
称
故
障
不
就
、
御
覧
畢
退
出
、
参
宿
近
衛
殿
、
明
日
節

会
之
時
、
自
此
殿
為
出
立
也
、

十内弁
事
可
奉
念
春
日
事
　
大
殿
仰

 

六
日
︿
庚
辰
﹀、
天
晴
、
早
旦
大
殿
被
仰
云
、
今
日
内
弁
極
大
事
也
、
休
（
マ
マ
）浴
シ
テ
可
奉
念
春
日
大
明
神
、
仍
未
刻
休
（
マ
マ
）浴
、
次
着
束
帯
、
此

間
旧
笏
紙
書
改
事
秉
燭
、
次
第
・
笏
紙
等
ヲ
収
懐
中
、
今
日
笏
紙
依
為
旧
笏
紙
、
近
代
有
無
事
等
依
可
思
違
、
紙
を
細
キ
リ
て
近
代
無
事
押
、
装
束
畢
後
、

参
大
殿
御
前
、
練
様
幷
舎
人
刀
祢
召
セ
、
シ
キ
ヰ
ン
等
ヲ
奉
習
、
予
練
テ
見
セ
ま
い
ら
す
、
大
殿
吉
と
被
仰
ま
て
練
、
舎
人
刀
祢
召
セ
、

シ
キ
ヰ
ン
モ
吉
と
被
仰
ま
て
呼
也
、
奉
習
畢
後
、
大
殿
被
仰
曰
、
参
内
時
、
吉
可
令
教
給
由
可
申
関
白
、
出
自
近
衛
殿
南
面
西
門
、
至

二
条
烏
丸
下
自
車
、
入
自
西
面
比
（
マ
マ
）間
、
昇
自
北
中
門
居
殿
上
、
今
日
雖
内
御
物
忌
、
密
々
居
也
、
予
以
蔵
人
申
関
白
殿
曰
、
大
殿
ノ
申

　
セ
と
被

小
忌
上
宰
相
中
不
可
参
、仍
節
会
遅
々
事

仰
（
マ
マ
）ツ

ル
事
候
也
、
見
参
仕
候（
マ
マ
）公、
頃
之
関
白
殿
被
出
南
殿
方
、︿
装
束
束
帯
﹀、
予
見
参
、
被
仰
曰
、
小
忌
上
本
ノ
マ
・ヽ
宰
相
申
不
可
参
之

　

 

由
依
無
所
自
桂
外
着
兀
子
事

、
仍

（
マ
マ
）節

会
遅
々
、
其
次
被
仰
曰
、
経
桂
（
マ
マ
）中
可
着
兀
子
之
由
先
日
雖
教
、
無
所
自
外
可
着
、
其
後
予
読
次
第
、
令
聞
食
関
白
殿
下
、
々
々

少
小
忌
不
参
例
問
外
記
事

々
令
直
給
、
頻
以
使
遣
小
忌
上
・
宰
相
許
、
申
不
可
参
之
由
、︿
上
成
通
、
参
議
実
親
﹀、
於
実
親
者
、
尚
可
参
者
可
辞
申
参
議
候
之

由
ヲ
申
、
成
通
所
労
無
断
之
由
ヲ
申
、
尋
外
議
（
マ
マ
）之
処
、
小
忌
一
人
不
参
シ
テ
有
許
（
マ
マ
）会
之
例
未
曾
有
、
又
無
節
会
例
又
無
之
由
ヲ
申
ス
、
凡

不
力
及
、
仍
関
白
召
五
位
蔵
人
朝
隆
被
仰
曰
、
早
可
参
鳥
羽
、
可
申
様
ハ
、
小
忌
上
・
宰
相
不
参
仕
、
雖
及
力
候
、
自
院
遣
使
者
可
致

催
候
、
此
時
朝
隆
参
鳥
羽
、
次
関
白
御
使
帰
ヲ
可
侍
（
マ
マ
）と
て
、
被
行
直
廬
方
、
予
居
小
板
敷
、
新
大
納
言
・
大
宮
中
納
言
等
被
居
、
頃
之

下
人
曰
、
新
中
納
言
ハ
唯
今
被
申
参
之
由
、︿
新
中
納
言
と
ハ
謂
成
通
也
﹀、
頃
之
朝
隆
帰
参
曰
、
小
忌
上
卿
可
参
之
由
申
ス
、
此
時
関

白
豊
明
節
会
事招予
被
命
曰
、
小
忌
上
申
可
参
之
由
、
今
ハ
漸
着
陣
テ
可
被
行
事
、
仍
予
着
陣
座
、
別
当
・
大
宮
中
納
言
・
重
通
宰
相
◯中将
・
宮
内
卿

三
位
来
着
、
次
頭
中
将
来
予
座
下
方
、
予
居
向
、
頭
中
将
仰
曰
、
内
弁
、
予
小
揖
、
頭
立
間
如
本
居
直
、
頭
帰
去
後
、
予
移
着
端
座
、

南
向
ニ
テ（マ
マ
）
ニ
揖
テ
西
向
居
直
、
予
召
官
人
、︿
一
音
、
可
召
二
音
、
雖
然
官
人
一
音
召
時
称
唯
、
仍
不
又
召
﹀、
官
人
近
小
庭
、
予
仰
曰
、

膝
突
、
官
人
称
唯
帰
去
、
次
官
人
取
膝
突
置
予
座
下
方
、
予
仰
曰
、
履
直
セ
、
官
人
直
之
、
官
人
退
帰
、
次
予
又
召
官
人
、
々
々
近
小
庭
、

一
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予
仰
云
、
大
外
記
召
セ
、
官
人
称
唯
帰
去
、
召
外
記
、
此
間
少
内
記
取
書
杖
欲
来
、
此
時
外
記
信
俊
退
帰
テ
、
信
俊
来
着
膝
突
揖
ス
、

予
仰
曰
、
諸
司
ハ
候
哉
、
信
俊
申
候
之
由
、
又
予
問
曰
、
国
栖
・
造
酒
正
候
哉
、
信
俊
申
候
由
、
予
仰
曰
、
候
ハ
せ
よ
、
信
俊
称
唯
、

予
又
問
曰
、
外
任
奏
候
哉
、
信
俊
申
候
之
由
、
予
又
仰
曰
、
持
テ
セ
（
マ
マ
）イ
レ
、
信
俊
称
唯
、
揖
テ
帰
也
、
次
信
俊
持
来
外
任
奏
テ
置
座
端
、

予
笏
ヲ
置
奥
方
、
引
寄
箱
テ
開
礼
紙
、
箱
中
ニ
二
に
折
テ
、
次
披
奏
見
之
テ
巻
テ
、
次
如
本
巻
礼
紙
置
箱
中
了
、
予
取
笏
、
未
巻
了
先
、

外
官
人
可
帯
弓
箭
事

記
信
俊
退
帰
、
次
予
召
官
人
、︿
一
音
、
二
音
可
召
、
雖
然
一
音
ニ
補
（
マ
マ
）唯
、
仍
又
不
召
﹀、
官
人
来
小
庭
、
此
間
伊
通
曰
、
官
人
可
帯

弓
箭
、
不
帯
如
何
、
予
仰
曰
、
頭
中
将
こ
な
た
ゑ
、
但
ゑ
字
不
聞
程
也
、
官
人
仰
伝
、
次
頭
中
将
来
着
膝
突
、
予
左
手
ニ
乍
持
笏
、
以

右
乎
（
マ
マ
）推
出
箱
、
頭
中
将
取
箱
、
則
欲
帰
有
気
色
、
予
微
音
ニ
曰
、
ヤ
、
頭
合
眼
予
、
□
申
曰
、
大
歌
別
当
不
参
、
以
権
中
納
言
藤
原
朝

臣
為
大
歌
別
当
、
頭
取
箱
帰
去
、
頃
之
頭
中
将
来
、
着
膝
突
テ
箱
ヲ
置
座
上
、
予
笏
ヲ
置
奥
方
、
以
右
手
少
引
寄
箱
、
先
開
礼
紙
、
如

初
二
に
折
テ
、
次
奏
ヲ
開
奥
方
、
端
方
ニ
持
廻
テ
、
推
合
テ
合
眼
頭
中
将
、
々
々
々
曰
、
別
ニ
令
候
よ
、
予
微
音
称
唯
、
奏
（
マ
マ
）文
、
次
礼
紙
ヲ

如
本
ニ
巻
畢
入
箱
、
予
取
笏
、
礼
紙
ヲ
欲
巻
之
時
、
頭
仰
曰
、
大
歌
別
当
事
聞
食
畢
、
未
答
畢
頭
帰
去
、
次
予
召
官
人
、︿
一
音
、
二

音
可
召
、
雖
然
一
音
称
唯
、
仍
不
（
マ
マ
）又
不
召
﹀、
官
人
来
小
庭
、
予
仰
曰
、
外
記
召
、︿
せ
、
今
渡
（
マ
マ
）不
加
大
字
﹀、
官
人
称
唯
、
次
退
帰
召

外
記
、
大
外
記
信
俊
来
着
膝
突
、
予
左
手
ニ
乍
持
笏
推
出
箱
、
外
記
取
箱
之
後
、
予
仰
曰
、
列
ニ
サ
フ
ラ
ホ
（
マ
マ
）セ
ヨ
、
外
記
称
唯
、
次
予
仰
曰
、

大
歌
別
当
代
官
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
、
大
外
記
信
俊
傾
耳
曰
、︿
れ本
ノ
マいヽ
、
不
聞
故
歟
﹀、
予
又
如
初
詞
仰
、
大
外
記
称
唯
退
下
、
次
予
在

奥
座
大
宮
中
納
言
伊
通
ニ
謂
曰
、
大
歌
別
当
、
伊
通
答
曰
、
皆
所
存
也
、
相
待
小
忌
上
卿
成
通
参
、
頃
之
成
通
参
入
、
公
卿
着
外
弁
、

予
奥
方
ニ
向
テ
揖
テ
右
廻
シ
テ
向
北
着
履
、
更
左
廻
シ
テ
向
南
揖
テ
、
経
柱
中
南
折
テ
、
出
南
向
北
妻
戸
、
次
以
随
身
公
春
令
押
笏
紙
、
此

間
笏
紙
之
事以
前
駆
橘
以
長
令
着
靴
、
着
了
取
笏
、︿
笏
紙
笏
上
一
寸
四
、
五
分
許
ヲ
引
入
テ
押
也
﹀、
次
入
同
妻
戸
北
行
、
至
小
庭
東
折
、
欲
東

折
以
随
身
令
見
外
弁
着
事

時
、
予
問
随
身
曰
、
外
弁
ハ
着
タ
リ
ヤ
ト
見
ヨ
、
随
身
曰
、
着
テ
候
、
東
折
経
柱
外
出
土
遣
戸
、
北
折
テ
至
月
華
門
代
暫
立
留
、︿
自
土

妻
戸
至
月
事
（
マ
マ
）門
代
、
次
随
身
令
取
下
重
、
自
不
取
、
随
身
挙
松
明
松
（
マ
マ
）従
、
或
前
行
、
主
殿
官
人
挙
松
明
同
前
行
﹀、
予
問
随
身
曰
、
陣

ハ
引
タ
リ
ヤ
、
随
身
未
引
之
由
ヲ
申
、
予
随
身
曰
、
早
可
引
之
由
可
仰
、
随
身
仰
本
陣
者
令
催
之
、
次
引
陣
、
次
予
下
々
重
尻
、
自
砌
中

斜
北
行
至
兀
子
前
、
東
向
揖
着
兀
子
、︿
此
時
随
身
止
前
音
﹀、
次
内
侍
臨
西
檻
、
関
白
殿
下
令
相
具
給
、
依
暗
内
侍
の
臨
檻
不
見
、
仍

関
白
殿
下
両
三
声
シ
ネ
（
マ
マ
）フ
カ
セ
給
、
予
此
間
立
兀
子
前
、
磬
折
シ
テ
微
音
ニ
称
唯
シ
テ
揖
、
次
傍
砌
至
軒
廊
第
二
間
、
次
刷
装
束
、
令
随

『
台
記
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の
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本
研
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身
繙
下
重
、
令
随
身
取
テ
至本
ノ
マ拊ヽ
二
カ
間
時
、
随
身
下
々
重
尻
、
出
樹
二
間
時
、
予
漸
練
テ
右
杖
胡
床
南
一
丈
許
ニ
立
、
自
胡
床
東
ニ
進
出

コ
ト
十
八
寸
許
ニ
テ
、
又
少
退
帰
様
ニ
ス
、
然
者
胡
床
す
ち
に
立
定
、
向
東
テ
揖
テ
起
直
テ
、
向
丑
寅
左
足
ヲ
未
申
さ
ま
に
引
也
、
次
自
腰

上
ヲ
漸
か
ゝ
め
て
、
次
突
左
膝
、
次
右
本
ノ
マ
ヽ
膝
歟
突
ヲ
突
テ
拜
ス
、
次
漸
起
テ
先
起
右
膝
テ
、
次
起
左
膝
、
如
本
向
丑
寅
立
、
又
拜
ス
ル
コ
ト
如
初
、
又

如
初
起
テ
立
、
次
少
刷
装
束
、
幷
刷
平
緒
、
乍
向
丑
寅
揖
テ
、
二
歩
許
丑
寅
さ
ま
に
歩
出
ル
様
に
て
、
さ
す
か
に
歩
廻
さ
ま
に
練
廻
テ
、

至
樹
二
間
時
、
随
身
発
前
音
、
次
入
軒
廊
二
間
、
暫
立
留
刷
装
束
、
幷
見
次
第
テ
昇
階
、︿
南
方
、
以
右
足
為
先
﹀、
次
昇
妻
戸
長
押
、︿
以

右
足
為
先
﹀、
次
経
柱
外
着
第
三
兀
子
、
緑
の
兀
子
ニ
下
リ
テ
八
（
マ
マ
）第
一
也
、
経
第
三
兀
子
与
第
四
兀
子
間
、
着
三
兀
子
也
、
立
兀
子
前

ヲ
揖
テ
着
也
、
次
予
顧
座
上
方
曰
、
開
門
仕
レ
、
次
鳴
門
扉
、
又
予
顧
座
上
方
曰
、
国
司
座
ニ
ハ
着
キ
ぬ
る
か
、
左
近
庁
頭
府
生
久
季
催

国
司
、
次
人
（
マ
マ
）予
顧
座
上
方
曰
、
国
司
ハ
座
ニ
ハ
者
（
マ
マ
）キ
ぬ
る
か
、
久
季
申
国
司
着
了
之
由
、
此
時
向
北
、
笏
ヲ
当
鼻
問
（
マ
マ
）召
舎
人
、
次
予
入
気

又
出
ス
、
又
入
又
出
ス
、
又
入
又
出
ス
、
次
又
召
舎
人
、
大
舎
人
同
音
称
唯
、
少
納
言
就
仮
（
マ
マ
）、
予
顧
座
上
方
、
見
少
納
言
立
定
、
又
向
北
、

笏
ヲ
当
鼻
間
仰
云
、
刀
称
め
セ
、
刀
祢
与
召
セ
の
間
切
句
様
テ
仰
也
、
次
少
納
言
称
唯
シ
テ
帰
去
、
次
臣
平
（
マ
マ
）列
立
南
庭
、
予
見
皆
立
定
畢
、

予
更
向
北
、
笏
ヲ
当
鼻
間
仰
曰
、
シ
キ
ヰ
ン
、
シ
字
与
ン
字
長
シ
、
キ
字
与
井
字
短
、
仰
詞
了
、
臣
下
謝
座
謝
酒
シ
テ
、
昇
殿
着
兀
子
、

次
参
議
一
人
可
留
座
事

公
卿
被
行
向
五
節
所
、
重
通
起
床
子
、
予
曰
、
参
議
一
人
ハ
座
ニ
そ
、
重
通
不
聞
、
予
両
三
度
不
（
マ
マ
）可
留
由
、
仍
留
、
成
通
暫
不
起
座
、

別
当
招
之
、
相
具
被
行
向
五
節
所
、
予
与
重
通
外
、
皆
被
行
向
五
節
所
也
、
頃
之
公
卿
復
座
、
次
予
仰
重
通
曰
、
事
と
も
早
ヤ
、
重
通

曰
立
箸
時
笏
ヲ
挿
右
尻
下
事

、
一
献
早
ヤ
、
予
曰
、
粉
熟
ヲ
コ
ホ
（
マ
マ
）、

此
時
重
通
曰
、
粉
熟
早
ヤ
、
次
内
竪
居
粉
熟
、
皆
居
了
、
重
通
取
笏
気
色
ス
、
此
時
予
以
下

立
無
人
所
可
居
飯
事

箸
、︿
於
予
先
笏
ヲ
挿
右
尻
下
也
﹀、
次
予
已
下
食
、
次
予
仰
重
通
曰
、
飯
早
ヤ
、
次
内
竪
欲
撤
粉
熟
、
此
時
予
抜
箸
置
、
次
内
竪
予

以
下
の
撤
粉
熟
居
飲
（
マ
マ
）、
居
畢
、︿
無
人
所
に
も
飲
（
マ
マ
）ヲ
ハ
可
居
、
而
有
人
沰
（
マ
マ
）許
居
、
内
竪
失
礼
也
﹀、
次
居
汁
、
居
畢
重
通
取
笏
気
色
ス
、

　

次
不
待
居
了
食
白
酒
事

予
已
下
立
箸
、
次
立
上
、
皆
人
々
立
了
、
予
以
下
食
、
々
畢
予
仰
重
通
曰
、
事
と
も
早
ヤ
、︿
白本
ノ
マ早ヽ
ヤ
な
と 

い
は
ん
か  　
　

 

故
也
﹀、

　

 

次
白
酒
不
食
居
黒
酒
内
竪
為
失
事

内
竪
居
白
酒
、
不
待
居
了
シ
テ
食
、
予
外
人
待
居
了
食
、
是
不
知
案
内
歟
、
白
酒
ヲ
不
食
畢
先
、
内
竪
欲
居
黒
酒
、
予
追
帰
立
、
仍

小
食
白
黒
様
事忌座
許
ニ
ハ
居
テ
、
此
座
ニ
ハ
予
以
下
不
居
、
白
酒
ヲ
食
了
後
向
不
居
、
仍
予
曰
、
今
ハ
早
可
居
、
仍
居
之
、
不
得
居
了
予
食
之
、
他

人
待
居
畢
食
、
白
黒
共
以
片
手
取
上
土
器
食
也
、
皆
食
了
、
次
仰
重
通
曰
、
一
献
、
次
内
竪
先
勧
小
忌
座
、
次
勤
（
マ
マ
）予
以
下
、
予

　
（
こ
の
間
、
一
丁
分
脱
落
＝
筆
者
注
）
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退
出
、
此
間
予
挿
笏
於
右
尻
下
立
箸
、
次
重
通
復
座
、
次
予
仰
重
通
曰
、
三
献
、
次
内
竪
勧
三
献
、
先
勧
小
忌
、
次
勧
予
以
下
、
予
取

盃
間
唯
如
前
々
、
人
々
皆
呑
了
後
、
伊
通
見
遣
予
方
曰
、
マ
ワ
、
予
少
目
す
る
や
う
に
す
、
伊
通
下
自
殿
、
次
大
歌
一
節
、
此
間
関
白
頻

シ
ワ
フ
カ
セ
給
、
仍
予
大
歌
楽
已
欲
畢
之
時
、
抜
箸
取
笏
召
曰
、
重
通
朝
臣
、
◯重通
来立
予
後
左
方
、
此
間
大
歌
止
楽
、
予
不
顧
仰
曰
、
カ

リ
イ（

マ

マ

）

ナ
カ
ノ
モ
ヲ
ヤ
ワ
ス
、
藤
原
朝
臣
め
セ
、
重
通
退
帰
、
此
間
予
笏
ヲ
挿
右
尻
下
立
箸
、
重
通
先
臨
南
檻
召
別
当
、
更
下
自
西
階
可

催
召
大
歌
別
当
重
通
失
錯
事

別
当
、
而
直
下
自
階
催
□
、
失
錯
也
、
次
大
歌
別
当
代
官
伊
通
与
重
通
相
共
被
復
座
、
次
予
仰
重
通
曰
、
小
忌
大
盤
︿
ク
タ
サ
セ
テヨ歟、

但
テ
字
不
聞
程
也
﹀、
次
下
小
忌
大
盤
、
此
間
成
通
起
座
、
畢
後
復
座
、
次
女
官
指
脂
燭
参
会
、
舞
姫
参
会
シ
テ
舞
、
此
間
殿
上
人
歌

万
歳
楽
、
其
音
聞
ゆ
、
関
白
自
簾
中
被
仰
出
曰
、
舞
姫
の
常
︿
ヨ
リ
モ
﹀、
久
舞
様
覧
、
如
何
、
舞
姫
退
下
、
大
歌
止
楽
、
次
予
抜
箸

取
笏
、
顧
座
下
方
、
見
成
通
方
シ
ワ
フ
ク
、
成
通
起
座
、
次
予
立
兀
子
前
、
揖
テ
左
廻
テ
出
柱
外
、
西
行
ヲ
下

（
マ
マ
）

妻
戸
長
押
、︿
右
足
ヲ
為
先
﹀、

次
下
階
北
、︿
以
右
足
為
先
﹀、
此
間
随
身
発
前
音
、
次
出
軒
廊
二
間
、
此
間
予
仰
随
身
、
右
近
胡
床
取
セ
ヨ
、
随
身
仰
本
陣
□
、
次
撤

左
右
近
胡
床
、︿
於
左
近
者
不
可
撤
、
是
本
陣
者
不
知
案
内
歟
﹀、
次
列
立
南
庭
、
立
定
時
揖
如
恒
、
成
通
在
上
、
列
立
了
拝
舞
、
他
人

凡
不
拝
、
予
如
形
拝
舞
、
成
通
モ
少
拝
也
、
拝
舞
畢
成
通
帰
、
予
揖
テ
左
廻
シ
テ
、
入
自
軒
廊
二
間
、
先
成
通
昇
殿
着
兀
子
、
次
予
傍

階
南
、
以
右
足
為
先
テ
昇
、
次
昇
妻
戸
長
押
、︿
以
右
足
為
先
﹀、
次
経
柱
外
、
自
兀
子
下
箸
（
マ
マ
）兀
子
、︿
揖
如
恒
﹀、
諸
卿
来
着
、
又
予
起

兀
子
、
立
兀
子
前
揖
テ
、
左
廻
出
柱
外
、
西
行
下
妻
戸
長
押
、︿
以
右
足
為
先
﹀、
次
傍
階
下
、︿
以
左
足
為
先
、
但
今
度
階
初
級
思
失
テ
、

以
右
足
為
先
下
、
雖
然
其
後
級
皆
以
左
足
為
先
﹀、
此
間
随
身
発
前
音
、
随
身
ニ
令
取
下
重
尻
、
出
軒
廊
二
間
、
傍
砌
経
月
華
門
代
、

入
自
土
遣
戸
、
此
間
随
身
下
々
重
尻
、
次
予
乍
着
靴
、
陣
座
ニ
懸
片
尻
、︿
無
揖
、
左
足
ヲ
引
カ
ヽ
メ
テ
直
（
マ
マ
）陣
座
上
也
、
西
向
ニ
居
也
﹀、

次
予
召
官
人
、︿
一
音
、
二
音
可
召
、
而
官
人
称
唯
、
仍
又
不
召
也
﹀、
官
人
参
進
小
庭
、
予
仰
曰
、
膝
突
、
称
唯
、
退
下
シ
テ
持
膝
突
、

帰
来
テ
置
予
座
下
方
、
其
次
予
仰
曰
、
内
記
召
セ
、
次
少
内
記
来
就
膝
突
、
予
仰
曰
、
宣
命
持
参
レ
、
次
内
記
退
出
、
持
宣
命
杖
来
膝
突
、

予
笏
ヲ
置
奥
方
、
以
左
右
手
取
宣
命
、
披
見
了
置
前
、
此
間
内
記
退
下
、
予
取
笏
、
次
予
召
官
人
、︿
一
音
、
々
々
ニ
称
唯
、
仍
又
不

召
也
﹀、
官
人
来
小
庭
、
予
仰
曰
、
外
記
召
セ
、
官
人
称
唯
、
召
外
記
、
六
位
外
記
参
進
小
庭
、
予
仰
曰
、
見
参
・
禄
法
持
参
レ
、
外

記
称
唯
帰
去
、
見
参
・
禄
法
ヲ
挿
◯杖
参
小
庭
、
予
目
之
、
外
記
称
唯
来
就
膝
突
、
予
笏
ヲ
置
奥
、
以
左
右
手
取
文
三
通
置
前
、
外
記
座

定
之
後
、
予
見
非
参
議
見
参
︿
無
礼
紙
﹀、
見
畢
巻
置
前
、
次
見
禄
法
︿
無
礼
紙
﹀、
見
了
巻
置
前
、
次
見
参
議
已
上
見
参
︿
有
礼
紙
﹀、
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台
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先
開
礼
紙
、
文
ヲ
推
遣
右
方
、
次
開
見
、
巻
置
礼
紙
左
方
、
次
巻
礼
紙
、
小
巻
間
、
非
参
議
見
参
歟
禄
法
歟
ヲ
巻
加
、
依
不
開
見
、
非

参
議
見
参
歟
法
（
マ
マ
）歟
の
間
ヲ
不
知
、
又
少
巻
テ
、
非
参
議
見
参
歟
禄
法
歟
ヲ
巻
加
、
依
不
開
見
不
知
也
、
巻
加
了
礼
紙
皆
巻
畢
、
宣
命
与

見
参
ヲ
取
右
手
、
返
給
外
記
、
其
次
予
教
外
記
曰
、
宣
命
・
見
参
共
可
挿
鳥
口
也
、
宣
命
ヲ
ハ
か
た
つ
か
た
の
鳥
口
ヲ
巻
タ
ル
中
ニ
挿
入
テ
、

見
参
ヲ
ハ
三
通
巻
加
た
れ
は
、
礼
紙
与
書
の
間
す
き
た
り
、
そ
れ
を
鳥
口
ニ
可
挿
也
、
外
記
曰
、
た
て
さ
し
に
や
、
予
答
曰
、︿
さ
そ
と

ヨ
﹀、
外
記
如
教
挿
書
立
小
庭
、
此
間
予
取
笏
起
座
、︿
無
揖
、
着
時
、
起
時
、
立
座
後
の
共
無
揖
也
﹀、
居
後
の
揖
モ
、
起
座
出
土
遣
戸
、

此
間
随
身
発
前
音
、
幷
随
身
取
下
重
尻
、
外
記
相
伴
ヘ
リ
、
経
砌
中
北
行
、
至
弓
場
殿
立
、︿
北
面
﹀、
頭
中
将
自
本
屛
内
ニ
被
立
タ
リ
、

予
少
シ
ワ
フ
ク
、
此
間
頭
中
将
来
立
予
前
、
予
笏
ヲ
腰
ニ
挿
、
笏
紙
押
セ
ル
方
ヲ
ハ
背
ノ
方
ニ
挿
也
、
此
間
随
身
尚
下
重
ヲ
懸
弓
居
、
予

曰
、
万
本
ノ
マ
ワヽ
お
ろ
セ
と
ヨ
、
此
時
随
身
下
々
重
、
此
間
予
召
寄
外
記
、
取
文
挿
給
頭
中
将
、
頭
取
之
帰
去
、
此
間
予
抜
笏
、
奏
聞
之
間
、

朝
小
忌
上
卿
参
感
事

隆
出
自
屛
内
居
予
前
、
此
時
予
謂
朝
隆
曰
、
小
忌
上
卿
希
有
ニ
参
タ
リ
ツ
ル
モ
ノ
カ
ナ
、
朝
隆
答
曰
、
成
通
の
許
罷
向
テ
候
つ
る
也
、
頃

之
頭
中
将
宣
命
・
見
草
（
マ
マ
）取
加
文
挿
来
予
前
、
予
笏
ヲ
腰
ニ
挿
、︿
笏
紙
押
タ
ル
方
を
背
方
ニ
テ
挿
也
﹀、
次
頭
の
所
持
之
文
挿
与
見
参
・

宣
命
ヲ
取
テ
返
給
外
記
、
此
間
頭
退
帰
、
給
外
記
畢
予
抜
笏
、
次
経
本
路
至
月
華
門
代
、
次
経
砌
中
、
入
自
軒
廊
第
二
間
、
至
軒
廊
一

間
南
面
ニ
立
、
外
記
相
具
た
ら
ん
と
思
之
処
、
無
外
記
、
仍
令
随
身
召
外
記
、
々
々
来
テ
文
挿
ヲ
さ
し
ヨ
す
、
笏
ヲ
挿
左
腋
取
書
二
通
、

︿
不
披
見
、
陣
座
ニ
テ
吉
巻
加
タ
リ
ツ
ル
モ
ニ
テ
ア
レ
ハ
不
見
也
、
二
通
取
リ
取
副
笏
﹀、
次
昇
階
南
方
、︿
先
右
足
﹀、
次
上
妻
戸
長
押
、

︿
先
右
足
﹀、
次
経
柱
外
、
兀
子
下
着
兀
子
、
次
予
召
曰
、
重
通
朝
臣
、
重
通
来
予
後
命
左
方
、
予
不
顧
シ
テ
重
通
ヲ
懸
眸
テ
、
宣
命
・

見
参
二
通
ヲ
以
左
手
取
テ
、
笏
ヲ
ハ
右
手
許
ニ
持
、
以
左
手
給
重
通
、
々
々
取
之
復
座
、
次
予
顧
座
下
方
、
見
遣
成
通
方
少
シ
ワ
フ
ク
、

此
時
成
通
起
座
、
次
予
起
座
、
左
廻
出
柱
外
西
行
、
下
妻
戸
長
押
、︿
先
右
足
﹀、
次
下
西
階
北
、︿
先
左
足
﹀、
此
間
随
身
発
前
音
、
次

出
軒
廊
二
間
列
南
庭
、
成
通
在
上
、
成
通
の
本
立
所
、
少
北
ニ
ヨ
リ
テ
立
タ
リ
、
仍
予
欲
立
之
時
、
成
通
曰
、
あ
ま
り
に
北
ニ
ヨ
リ
タ
リ
、

版
位
ニ
去
程
ニ
こ
そ
と
、
帰
て
少
立
下
、
次
さ
こ
そ
と
て
予
其
南
方
さ
ま
に
ハ
歩
行
、
予
成
通
の
立
下
レ
ル
下
ニ
立
テ
揖
、
次
新
大
納
言

以
下
列
立
、
次
宣
命
使
就
版
位
宣
制
、
公
卿
再
拝
云
々
、
未
畢
先
、
重
通
又
宣
制
、︿
失
錯
歟
﹀、
予
再
拝
了
曰
、
段
モ
畢
ぬ
る
歟
、
別

当
曰
、
然
也
、
次
又
公
卿
拝
舞
、
々
未
了
先
、
重
通
着
禄
所
、
次
成
通
帰
、
次
予
揖
テ
左
廻
シ
テ
入
軒
廊
第
二
間
、
此
間
成
通
立
留
、

予
同
（
マ
マ
）曰
、
令
昇
給
ま
し
き
か
、
被
答
曰
、
昇
候
ま
し
、
乃
予
昇
西
階
南
、︿
先
右
足
﹀、
次
昇
妻
戸
長
押
、︿
先
右
足
﹀、
次
予
経
柱
外
幷

一
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兀
子
下
着
兀
子
、
他
人
一
人
不
昇
、
今
度
予
忌
（
マ
マ
）揖
、︿
小
失
礼
﹀、
着
兀
子
時
、
予
袖
ニ
飯
か
ゝ
り
て
落
大
盤
下
、
今
度
上
テ
ハ
可
祓（
マ
マ
）上
、

雖
然
飯
ヲ
取
上
テ
、
又
抜
上
か
ん
と
こ
ろ
セ
か
り
な
ん
と
思
テ
不
抜
上
、
飯
ヲ
モ
取
モ
不
上
シ
テ
又
立
兀
子
前
、
揖
テ
左
廻
、
出
柱
外
西
行
、

次
下
妻
戸
長
押
、︿
先
右
足
﹀、
次
下
西
階
北
方
、︿
先
右
足
﹀、
此
間
随
身
発
前
音
、
下
階
了
後
、
随
身
取
下
重
、
出
軒
廊
二
間
、
此
間

公
卿
台
代
東
砌
東
面
列
立
、
予
過
此
前
之
間
少
礼
、
至
月
華
門
代
、
公
卿
同
来
門
辺
、
小
忌
未
給
禄
先
、
予
欲
給
禄
、
此
間
新
大
納
言

少
シ
ワ
フ
か
る
、
仍
予
少
退
、
此
時
小
忌
上
欲
給
禄
、
仍
予
こ
ち
こ
そ
と
て
、
成
通
方
ヲ
以
笏
さ
す
、
仍
給
禄
人
禄
ヲ
給
成
通
、
々
々

給
了
一
拝
シ
テ
退
下
、
次
予
こ
も
を
し
き
た
る
上
卿
突
片
膝
テ
、
向
御
所
方
テ
給
禄
ヲ
、
少
一
拝
シ
テ
更
退
帰
、
月
花
門
西
幔
南
ヨ
リ
出
テ

少
放
笏
紙
事行
程
、
脱
靴
履
着
浅
履
、
此
間
下
重
ヲ
懸
剣
、
出
自
西
面
南
四
足
門
少
行
程
、
予
自
放
◯笏紙、
笏
ヲ
給
随
身
テ
、
次
第
草
子
ニ
笏
紙
ヲ
令

食
テ
入
懐
中
、
次
又
取
笏
、
於
二
条
烏
丸
乗
車
、
参
近
衛
殿
、
見
参
大
殿
、
々
々
於
御
念
珠
装
束
ヲ
令
着
給
テ
被
仰
曰
、
節
会
畢
ま
て

と
思
テ
、
猶
祈
テ
未
着
寝
居
也
、
大
殿
予
ニ
食
ヲ
令
勧
給
、
乍
束
帯
食
了
、
不
改
装
束
シ
テ
帰
大
炊
御
門
亭
、
此
間
鳴
鐘
次
後
云
々
、

　

参
節
会
公
卿

　

関
白

　

大
納
言

　
　

予　

雅
定

　

中
納
言

　
　

別
当
実
能　

伊
通

　

参
議

　
　

中
将
重
通

　

三
位

　
　

有
賢　
宮
内
卿
也

　

小
忌

　
　

成
通　

参
議
不
参
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予
前
駆

　
　

清
職
蔵
人
五
位　

成
賢
侍　

重
賢
侍　

已
上
五
位

　
　

以
長
諸
大
夫　

信
実
諸
大
夫　

其
（
マ
マ
）章
諸
大
夫　

已
上
六
位

十
七
日
︿
辛
巳
﹀、
天
陰
雨
、
臨
晩
晴
、
参
着
鳥
羽
筵
時
寺
、
別
当
同
車
、
今
日
参
上
之
意
、
悦
事
童
装
束
之
体
也
、

十相具
五
節
童
参
鳥
羽
事

 

八
日
︿
壬
午
﹀、
天
晴
、
相
具
五
節
童
参
鳥
羽
之
日
也
、
未
刻
着
布
衣
参
鳥
羽
、
与
新
大
納
言
於
北
殿
寝
殿
東
広
庇
習
笙
、
此
間
予
前

駆
云
、
童
已
参
着
、
予
取
笙
給
随
身
、
童
従
東
下
処
、
上
達
部
・
殿
上
人
群
集
見
之
、
下
仕
今
一
人
不
足
、
自
中
宮
所
下
給
之
下
仕
、

仰
無
度
不
参
之
故
也
、
昨
日
甚
雨
之
後
依
地
湿
、
童
ハ
在
寝
殿
広
庇
、
下
仕
在
縁
、
上
達
部
不
着
座
、
唯
自
物
隙
見
之
、
暫
シ
テ
童
退
出
、

又
乗
車
、
此
間
新
大
納
言
引
去
童
扇
、
童
額
ニ
額
を
双
ニ
ハ
見
之
、
又
以
手
入
懐
中
、
新
中
納
言
成
通
云
、
頗
軽
々
事
也
、
大
納
言
不

婬
乱
、
為
饗
応
也
、
成
通
又
云
、
為
饗
応
称
非
婬
乱
テ
、
鈴
々
ト
セ
サ
セ
給
ナ
リ
、
頃
之
予
退
出
、
別
当
被
遣
車
後
、
於
作
路
思
出
、

以
前
駆
謂
別
当
之
、
童
後
可
参
皇
后
宮
也
、
相
具
可
参
歟
、
別
当
之
、
童
可
参
宮
之
由
申
了
、
予
於
大
炊
御
門
東
洞
院
程
遣
随
身
、
令

見
宮
童
御
覧
了
盃（

マ
マ
）、
至
大
炊
御
門
高
倉
駐
車
、
待
此
使
帰
、
此
間
自
大
殿
有
御
書
云
、
童
可
持
参
近
衛
殿
、
令
申
云
、
童
一
定
可
持
参

歟
、
重
範
帰
云
、
早
可
持
参
、
仍
予
参
近
衛
殿
留
童
帰
、
令
参
近
衛
殿
童
・
予
下
仕
各
在
車
、
乍
車
御
覧
也
、
下
仕
車
有
二
両
、
於
一

両
者
、
依
為
同
事
不
御
覧
之
、
次
予
退
出
、

十
九
日
︿
癸
未
﹀、
天
晴
、
早
旦
参
鳥
羽
、
於
寝
殿
広
庇
習
笙
、
次
宿
仕
皇
后
宮
、

廿
日
︿
甲
申
﹀、
天
晴
、
早
旦
自
皇
后
宮
参
近
衛
殿
、
次
退
出
、
依
為
吉
田
祭
奉
幣
、
其
儀
如
常
、

三　

十
一
月
十
四
日
～
二
十
日
条
の
比
較
検
討

続
い
て
、
十
一
月
十
四
日
～
二
十
日
条
に
つ
い
て
、
写
本
間
の
異
同
を
比
較
検
討
し
て
い
く
。
基
本
的
に
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
傾

向
と
同
様
で
あ
る
。
ま
ず
は
典
型
的
な
事
例
を
掲
げ
て
み
よ
う
。
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⑦
十
一
月
十
六
日
条

︻
伏
本
・
賀
本
・
紅
本
・
狩
本
・
日
本
︼
次
予
已
下
立
箸
、
次
立
上
、
皆
人
々
立
了
、

︻
坊
本
︼
次
予
已
下
立
箸
、
次
立
匕
、
皆
人
々
立
了
、

︻
柳
本
・
西
本
︼
次
予
已
下
立
箸
、
次
立
上匕歟、
皆
人
々
立
了
、

︻
広
本
︼
次
予
已
下
立
箸
、
次
立
上匕
、
皆
人
々
立
了
、

こ
れ
は
豊
明
節
会
に
お
け
る
宴
席
の
場
面
の
一
節
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
す
る
と
傍
線
部
の
文
字
は
「
匕
」
が
最
も
通
り
が
よ
く
、
文
脈

を
重
視
し
て
作
成
さ
れ
た
坊
城
本
は
そ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
一
方
で
「
上
」
で
も
文
意
が
通
ら
な
く
は
な
く
、
現
存
す
る
写
本
の
祖

本
た
る
伏
見
宮
本
は
そ
う
記
し
、
伏
見
宮
本
を
写
し
た
賀
茂
本
も
「
上
」
と
し
、
紅
葉
山
本
・
狩
野
本
・
日
野
本
が
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い

る
。
柳
原
本
と
西
洞
院
本
は
「
上
」
を
本
文
に
採
っ
た
う
え
で
、「
匕
歟
」
と
い
う
注
記
を
付
し
た
形
と
な
っ
て
お
り
、
両
者
が
近
い
存

在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
広
幡
本
も
こ
れ
と
同
様
だ
が
、「
匕
」
と
断
定
し
た
注
記
と
な
っ
て
お
り
、
柳
原
本
・
西
洞
院
本
と
は

異
な
る
。
こ
の
注
記
は
広
幡
本
も
し
く
は
元
と
な
っ
た
京
極
宮
本
が
独
自
に
付
し
た
か
、
京
極
宮
本
の
元
と
な
っ
た
写
本
に
「
匕
歟
」
と

あ
る
の
を
京
極
宮
本
が
（
あ
る
い
は
京
極
宮
本
も
「
匕
歟
」
と
し
た
の
を
広
幡
本
が
）
断
定
型
に
し
た
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

⑧
十
一
月
十
六
日
条

︻
伏
本
・
賀
本
・
紅
本
・
坊
本
・
柳
本
・
西
本
︼
次
勧
予
已
下
、
予
取
盃
間
只
如
前
々
、

︻
狩
本
・
広
本
・
日
本
︼
次
勧
予
以
下
、
予
取
盃
間
唯
如
前
々
、

こ
れ
も
⑦
と
同
じ
場
面
の
記
事
で
あ
る
。
文
意
は
全
く
同
じ
だ
が
、
傍
線
部
の
よ
う
に
用
い
る
文
字
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
異
同

は
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
を
同
じ
類
型
に
で
き
る
証
左
の
一
つ
で
、
他
に
も
同
様
の
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
⑧
を
踏
ま
え

る
と
、
⑦
の
広
幡
本
の
注
記
は
柳
原
本
・
西
洞
院
本
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
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台
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次
に
、
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
の
関
係
性
を
う
か
が
わ
せ
る
事
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。

⑨
十
一
月
十
六
日
条

（
₁
）︻
伏
本
・
賀
本
・
紅
本
・
坊
本
・
柳
本
・
西
本
・
広
本
︼
別
当
・
大
宮
中
納
言
・
重
通
宰
相
中
将
・
宮
内
卿
三
位
来
着
、

　
　

 ︻
狩
本
・
日
本
︼
別
当
・
大
宮
中
納
言
・
重
通
宰
相
◯中将・
宮
内
卿
三
位
来
着
、

（
₂
）︻
伏
本
・
賀
本
・
紅
本
・
坊
本
・
柳
本
・
西
本
・
広
本
︼
抜
箸
取
笏
召
曰
、
重
通
朝
臣
、
重
通
来
立
予
後
左
方
、

　
　

 ︻
狩
本
・
日
本
︼
抜
箸
取
笏
召
曰
、
重
通
朝
臣
、
◯重通
来立
予
後
左
方
、

（
₃
）︻
伏
本
・
賀
本
・
紅
本
・
坊
本
・
柳
本
・
西
本
・
広
本
︼
見
参
・
禄
法
ヲ
挿
杖
参
小
庭
、

　
　

 ︻
狩
本
・
日
本
︼
見
参
・
禄
法
ヲ
挿
◯杖
参
小
庭
、

（
₄
）︻
伏
本
・
賀
本
・
紅
本
・
坊
本
・
柳
本
・
西
本
・
広
本
︼
予
自
放
笏
紙
、
笏
ヲ
給
随
身
テ
、

　
　

 ︻
狩
本
・
日
本
︼
予
自
放
◯笏紙、
笏
ヲ
給
随
身
テ
、

い
ず
れ
も
、
狩
野
本
・
日
野
本
に
お
い
て
書
き
落
と
し
た
文
言
が
あ
り
、
入
る
べ
き
箇
所
を
本
文
中
に
「
◯
」
で
示
し
、
右
傍
に
そ
の

文
言
を
補
足
し
た
例
で
あ
る
。
狩
野
本
・
日
野
本
各
々
の
書
写
者
が
複
数
の
同
じ
箇
所
を
同
じ
よ
う
に
書
き
落
と
し
た
可
能
性
は
皆
無
で

は
な
い
が
、
そ
れ
は
偶
然
の
重
な
り
が
過
ぎ
よ
う
。
む
し
ろ
、
両
本
の
元
と
な
っ
た
写
本
（
同
一
か
は
別
と
し
て
）
が
こ
う
し
た
表
記
と

な
っ
て
お
り
、
各
々
の
書
写
者
が
そ
の
ま
ま
転
写
し
た
と
解
す
る
方
が
穏
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
事
例
か
ら
、
狩
野
本
・
広
幡

本
・
日
野
本
の
う
ち
、
書
写
系
統
と
し
て
狩
野
本
と
日
野
本
が
よ
り
近
い
関
係
に
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
狩
野
本
と
日
野
本
に
は
首
付
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
狩
野
本
の
首
付
は
全
体
に
わ
た
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
野

本
は
十
月
七
日
条
と
九
日
条
お
よ
び
十
一
日
条
冒
頭
の
三
箇
所
に
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
広
幡
本
に
は
全
体
に
わ

た
っ
て
首
付
が
あ
る
も
の
の
、
狩
野
本
よ
り
数
が
少
な
い
。「
は
じ
め
に
」
の
（
₃
）
で
触
れ
た
よ
う
に
、
狩
野
本
の
特
色
は
元
と
な
っ

た
写
本
を
忠
実
に
書
写
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
狩
野
本
が
日
野
本
な
い
し
広
幡
本
を
書
写
し
た
可
能
性
は
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低
か
ろ
う
。
逆
に
、
日
野
本
が
狩
野
本
を
書
写
し
た
と
す
れ
ば
、
日
野
本
の
書
写
者
が
前
掲
三
箇
所
の
首
付
以
外
を
除
い
た
こ
と
に
な
る

が
、
首
付
が
記
事
内
容
の
見
出
し
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
除
い
た
理
由
が
判
然
と
し
な
い
。

他
の
写
本
に
目
を
向
け
る
と
、
賀
茂
本
の
場
合
、
日
野
本
が
付
し
て
い
る
三
箇
所
と
同
じ
首
付
が
墨
書
な
の
に
対
し
、
四
箇
所
目
以
降

は
朱
書
と
な
っ
て
い
る
。「
は
じ
め
に
」
の
（
₁
）
を
踏
ま
え
る
と
、
日
野
本
の
首
付
は
、
賀
茂
本
の
首
付
の
う
ち
墨
書
で
記
さ
れ
た
も

の
の
み
を
伝
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
日
野
本
の
首
付
の
基
準
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
賀
茂
本
の
大

半
を
占
め
る
朱
書
の
首
付
が
全
く
な
い
理
由
は
見
え
て
こ
な
い
。
ま
し
て
や
、
す
べ
て
の
首
付
を
墨
書
で
記
し
て
い
る
狩
野
本
を
日
野
本

が
書
写
し
た
と
な
る
と
、
三
箇
所
の
み
を
採
っ
た
基
準
す
ら
不
明
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
野
本
が
狩
野
本
を
書
写
し
た
可
能
性
は
極

め
て
低
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
よ
り
、
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
は
同
じ
類
型
に
属
す
が
、
各
々
に
直
接
的
な
書
写
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
写
本
の
関
係
性
を
追
究
す
る
た
め
に
は
、
広
幡
本
の
元
と
な
っ
た
京
極
宮
本
、
あ
る
い
は
他
の
類
本
を
想

定
す
る
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
記
事
、
具
体
的
に
は
保
延
二
年
十
二
月
記
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

任
大
臣
宣
命
に
注
目
し
、
こ
れ
ら
の
写
本
の
関
係
性
に
迫
っ
て
み
た
い
。

四　

任
大
臣
宣
命
の
比
較
検
討

保
延
二
年
十
二
月
九
日
条
に
、『
台
記
』
の
記
主
藤
原
頼
長
が
内
大
臣
に
任
じ
ら
れ
た
際
の
任
大
臣
宣
命
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず

は
、
広
幡
本
の
表
記
に
従
っ
て
当
該
史
料
を
紹
介
す
る
。
な
お
、『　

』
は
朱
書
を
表
し
、
史
料
本
文
に
付
し
た
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。

天
皇
我
『
◯
』　

勅
大
命
遠
、
親
王
・
諸
王
・
諸
臣
・
百
官
人
等
・
天
下
ノ
公
民
衆
聞
食
止
宣
、

食
国
乃
法
止
定
賜
比
行
賜
陪流
、
国
法
乃
隨
尓
、
先
立
先
立
止
、
従
一
位
行
右
大
臣
源
有
仁
朝
臣
乎
左
大
臣
乃
官
仁
、
内
大
臣
正
二
位
藤
原

宗
忠
朝
臣
乎
右
大
臣
乃
官
尓
上
賜
比
治
賜
布
、
又
宣
久
、
関
白
従
一
位
藤
原
朝
臣
波
忠
貞
乃
心
乎
持
天
、
天
下
乃
政
乎
相
穴
奈比
助
奉
利
、
万

『
詔
旨
良
万
止　

』
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台
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機
乎
惣
行
古止
上
下
無
愆
之弖
、
年
ノ
序
漸
積
里
、
功
労
尤
高
之
、
而
乎
謙
退
乃
心
深
之弖
、
大
臣
乃
官
乎毛
舞『辞
歟
』譲せ利
、
父
乃
功
仁
依
弖
子
乎
賞
須
留
事
波
、

先
々
乎
聞
食
波
奈
牟

、
其
長
男
止
阿
留

正
二
位
行
権
大
納
言
藤
原
頼
長
朝
臣
乎
内
大
臣
乃
官
尓
殊
尓
任
賜
布
、
又
宣
久
、
継
々
仕
奉
倍幾
次
第
止
之
天

、

正
二
位
行
権
大
納
言
藤
原
忠
教
朝
臣
・
源
師
頼
朝
臣
等
乎
大
納
言
乃
官
尓
、
正
二
位
行
権
中
納
言
藤
原
実
能
朝
臣
乎
権
大
納
言
乃
官
仁
、

正
三
位
行
権
中
納
言
藤
原
経
忠
朝
臣
・
藤
原
宗
輔
朝
臣
・
藤
原
伊
通
朝
臣
等
乎
中
納
言
乃
官
尓
、
参
議
従
三
位
藤
原
公
教
朝
臣
乎
権

中
納
言
乃
官
仁
、
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
忠
基
乎
参
議
乃
官
尓
任
賜
布
止
勅
『
御
命
乎
』

　
　
　
『　
　
　
　

』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

『　
　
　
　

』

天『〻
〻
』皇

『
二
字
』
　
　
　

衆
聞
食
止
宣
、

 

『
◯
─
　
保
延
二
』
年
十
二
月
九
日

写
本
間
で
字
句
の
異
同
を
照
合
す
る
と
、
傍
線
部
の
二
箇
所
「
天
下
ノ
公
民
」「
年
ノ
序
」
の
「
ノ
」
が
、
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本

に
は
あ
る
が
、
他
の
諸
本
に
は
な
い
こ
と
、
二
重
傍
線
部
が
「
先
立
先
立
止
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
で
、
他

の
諸
本
で
は
「
先
立
先
立
上
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
に
類
似
点
が
見
ら
れ

る
と
い
う
、
日
記
の
本
文
の
傾
向
に
合
致
す
る
。

広
幡
本
で
最
も
注
目
す
べ
き
点
が
『　

』
で
表
し
た
朱
書
の
記
載
で
あ
る
。
実
は
、
こ
れ
ら
の
記
載
は
現
存
す
る
保
延
二
年
記
の
祖
本

た
る
伏
見
宮
本
に
な
く
、
伏
見
宮
本
を
書
写
し
た
賀
茂
本
を
は
じ
め
、
紅
葉
山
本
・
坊
城
本
・
柳
原
本
・
西
洞
院
本
の
諸
本
に
も
見
当
た

ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
狩
野
本
に
は
墨
書
で
同
様
の
記
載
が
あ
り
、
日
野
本
に
は
年
号
の
「
保
延
二
」
が
墨
書
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
広
幡
本
と
狩
野
本
の
親
近
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
朱
書
の
記
載
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
任
大
臣
宣
命
の
補
訂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
内
裏
式
』

に
よ
る
と
、
任
大
臣
宣
命
は
「
天
皇
我
詔
旨
良
万
止

勅
命
乎
、
親
王
・
諸
王
・
諸
臣
・
百
官
人
等
・
天
下
公
民
衆
聞
食
止
宣
」
で
始
ま
り
、
人

事
の
事
例
を
述
べ
た
後
、「
任
賜
久
止
勅
布
、
天
皇
大
御
命
乎
、
衆
聞
食
止
宣
」
で
終
わ
る
と
い
う（
1₄
）。
こ
れ
と
対
照
さ
せ
て
広
幡
本
の
当

該
史
料
を
見
直
す
と
、
冒
頭
の
「
天
皇
我
」
の
次
の
朱
書
の
注
記
「
詔
旨
良
万
止

」
は
ま
さ
に
補
足
で
あ
る
。
結
び
は
「
任
賜
布
止
勅
」
の
次

二
〇



に
朱
書
で
「
御
命
乎
」
と
補
足
し
、
そ
の
下
に
「
衆
聞
食
止
宣
」
が
来
る
よ
う
に
朱
書
の
線
で
導
い
て
い
る
も
の
の
、
年
月
日
の
一
行
前

に
あ
る
「
天
皇
」
の
位
置
が
確
定
で
き
な
か
っ
た
の
か
、「
天
皇
」
の
文
字
の
右
傍
に
「
二
字
」
と
注
記
し
、
さ
ら
に
左
傍
に
抹
消
符
を

入
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
広
幡
本
に
掲
載
さ
れ
た
任
大
臣
宣
命
は
、
不
完
全
な
元
の
記
載
に
補
訂
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
補
訂
は
広

幡
本
の
元
と
な
っ
た
京
極
宮
本
で
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
そ
の
場
合
広
幡
本
は
そ
れ
を
忠
実
に
書
写
し
た
こ
と
に
な

る
。
一
方
、
狩
野
本
は
同
様
の
記
載
が
す
べ
て
墨
書
で
あ
り
朱
書
の
区
別
が
な
く
、
忠
実
な
書
写
と
い
う
狩
野
本
の
特
色
も
踏
ま
え
る
と
、

狩
野
本
の
書
写
の
段
階
で
補
訂
し
た
の
で
は
な
い
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
他
方
、
日
野
本
は
、
年
号
の
「
保
延
二
」
が
入
っ
て
い
る
ほ

か
、「
舞
『
辞
歟
』譲
せ利
」
の
箇
所
が
「
辞
譲
せ利
」
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
年
月
日
の
一
行
前
の
「
天
皇
」
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
広
幡
本

に
加
え
ら
れ
て
い
る
当
該
箇
所
の
注
記
が
反
映
し
た
表
記
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
以
外
の
補
訂
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
な

ぜ
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
が
同
類
型
で
あ
る
こ
と
、
狩
野
本
が
広
幡
本
に
お
け
る
補
訂
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る

こ
と
を
確
認
で
き
る
。
前
章
で
は
、
三
者
の
う
ち
、
狩
野
本
と
日
野
本
が
よ
り
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
任
大
臣

宣
命
に
関
し
て
は
狩
野
本
と
広
幡
本
が
よ
り
近
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
三
者
が
同
類
型
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
三

者
だ
け
で
書
写
系
統
が
完
結
す
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
広
幡
本
の
元
と
な
っ
た
京
極
宮
本
、
さ
ら
に
は
他
の
未
見
の

類
本
も
想
定
し
、
三
者
の
関
係
性
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
の
仮
説
を
提
起
し
て
み
た
い
。

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
広
幡
本
は
広
幡
長
忠
が
京
極
宮
家
仁
親
王
の
所
有
本
を
「
書
写
校
合
」
し
た
も
の
で
あ
り
、
家
仁
親
王
と

親
交
の
あ
っ
た
烏
丸
光
栄
が
介
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
光
栄
は
、
広
幡
本
に
「
此
一
冊
秘
本
也
、
不
出
閫
外
也
、
光
栄
」
と

い
う
記
載
を
残
し
て
お
り
、『
台
記
』
保
延
二
年
記
を
「
秘
本
」
と
評
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ら
ば
、
光
栄
自
身
も
ま
た
そ
の
「
秘

本
」
を
書
写
し
入
手
し
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
烏
丸
光
栄
書
写
本
（
以
下
、
烏
丸
本
と
表
記
す
る
）
を
さ
ら
な
る
類
本
と
し

て
想
定
す
る
こ
と
に
す
る（
15
）。

烏
丸
本
は
京
極
宮
本
を
書
写
し
た
と
見
な
し
得
る
の
で
、
広
幡
本
の
兄
弟
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
広
幡
本
と
同
様
の
特
色
を

『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
研
究
（
白
根
）

二
一



有
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
任
大
臣
宣
命
の
補
訂
も
記
さ
れ
、
前
掲
し
た
異
同
⑥
（
改
行
の
有
無
）
の
よ
う
な
書
式
上
の
共
通
点
も
見
ら
れ

る
と
仮
定
で
き
よ
う
。
一
方
で
、
前
掲
し
た
異
同
⑨
の
狩
野
本
・
日
野
本
の
よ
う
な
書
き
落
と
し
お
よ
び
補
訂
が
、
烏
丸
本
の
書
写
の
過

程
で
生
じ
た
と
す
る
な
ら
、
烏
丸
本
が
狩
野
本
・
日
野
本
と
同
様
の
特
色
を
帯
び
る
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
推
測
を
重
ね
た
想
定
に
な
る

が
、
こ
の
よ
う
な
烏
丸
本
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
烏
丸
本
か
ら
狩
野
本
・
日
野
本
が
派
生
し
た
と
見
れ
ば
、
広
幡
本
に
あ
る
任
大

臣
宣
命
の
補
訂
が
狩
野
本
に
も
伝
わ
る
一
方
、
狩
野
本
と
日
野
本
に
共
通
す
る
異
同
が
あ
っ
て
も
矛
盾
は
な
か
ろ
う
。

ま
た
、
烏
丸
本
を
想
定
す
る
理
由
が
も
う
一
つ
あ
る
。
第
一
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
日
野
本
『
台
記
』
の
保
延
二
年
記
以
外
の
巻
は

日
野
資
矩
が
中
山
本
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
日
野
資
矩
の
父
資
枝
は
、
実
は
烏
丸
光
栄
の
子
息
な
の
で
あ
る
。
日
野
家
と
烏
丸

家
は
同
じ
藤
原
氏
北
家
日
野
流
で
、
烏
丸
光
栄
の
子
資
枝
は
、
六
歳
の
と
き
日
野
資
時
の
子
と
な
り
、
や
が
て
日
野
家
を
継
い
で
い

る（
1₆
）。
こ
う
し
た
関
係
を
踏
ま
え
る
と
、
識
語
の
な
い
日
野
本
『
台
記
』
の
保
延
二
年
記
の
由
来
を
烏
丸
光
栄
に
求
め
る
こ
と
は
許
さ

れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
の
仮
説
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

京
極
宮
本　
　

広
幡
本

　
　
　
　
　
　

烏
丸
本　
　

日
野
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｘ
本　
　

狩
野
本

狩
野
本
の
前
段
階
に
も
う
一
つ
の
類
本
（
Ｘ
本
と
表
記
す
る
）
を
加
え
た
の
は
、
狩
野
本
の
字
句
の
異
同
を
鑑
み
る
と
、
日
野
本
よ
り

さ
ら
に
一
つ
下
の
世
代
と
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
Ｘ
本
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

か
は
、
今
後
、
調
査
お
よ
び
比
較
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二
二



お
わ
り
に

本
稿
で
は
『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
に
つ
い
て
、
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
を
中
心
に
比
較
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
述
べ

て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
諸
写
本
の
う
ち
、
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
は
、
一
丁
の
字
数
・
行
数
や
改
行
な
ど
の
書
式
が
共
通
す
る

ほ
か
、
字
句
・
記
述
の
異
同
を
精
査
す
る
と
類
似
点
が
多
く
、
同
じ
類
型
に
属
す
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
中
で
も
、
保
延
二
年
十
二

月
九
日
条
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
任
大
臣
宣
命
に
加
え
ら
れ
た
補
訂
が
こ
の
類
型
の
特
徴
で
、
そ
の
補
訂
は
他
の
諸
写
本
に
見
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
る
。
特
に
、
現
存
す
る
保
延
二
年
記
の
祖
本
た
る
伏
見
宮
本
や
、
近
世
に
作
成
さ
れ
た
諸
写
本
の
出
発
点
と
な
る
賀
茂
本
に
記
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
補
訂
は
こ
の
類
型
の
大
元
と
な
る
写
本
の
書
写
者
の
手
に
よ
る
も
の
だ
と
言
え
る
。

こ
れ
ら
三
者
の
作
成
事
情
を
見
る
と
、
ま
ず
広
幡
本
は
、
享
保
半
ば
～
延
享
頃
、
広
幡
長
忠
が
京
極
宮
家
仁
親
王
の
所
有
本
（
京
極
宮

本
）
を
書
写
・
校
合
し
た
も
の
で
、
長
忠
は
家
仁
親
王
と
親
交
の
あ
っ
た
烏
丸
光
栄
を
介
し
て
京
極
宮
本
を
手
に
し
た
可
能
性
が
高
い
。

日
野
本
と
狩
野
本
は
手
が
か
り
と
な
る
記
述
が
見
当
た
ら
ず
、
現
時
点
で
書
写
・
作
成
の
時
期
・
主
体
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

ま
た
、
こ
れ
ら
三
者
が
属
す
る
類
型
に
は
、
京
極
宮
本
の
ほ
か
に
も
類
本
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
そ
れ
が
烏
丸
光
栄
書
写
本
（
烏

丸
本
）
で
あ
る
。
和
歌
に
秀
で
て
い
て
か
つ
有
識
者
だ
っ
た
光
栄
は
、『
台
記
』
保
延
二
年
記
を
「
秘
本
」
と
称
し
貴
重
書
と
し
て
評
価

し
て
お
り
、
彼
も
京
極
宮
本
を
書
写
し
写
本
を
作
成
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
光
栄
の
子
が
日
野
家
に
入
り
家
を
継
い
だ
こ
と
か
ら
す

る
と
、
烏
丸
本
↓
日
野
本
と
い
う
書
写
系
統
が
推
定
で
き
る
。
さ
ら
に
、
京
極
宮
本
を
書
写
し
た
烏
丸
本
は
広
幡
本
の
兄
弟
と
な
る
の
で
、

狩
野
本
が
こ
の
烏
丸
本
か
ら
派
生
し
た
と
見
れ
ば
、
狩
野
本
・
広
幡
本
・
日
野
本
の
間
に
直
接
の
書
写
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
狩
野
本
が
広
幡
本
と
日
野
本
双
方
に
類
似
す
る
異
同
を
有
す
る
こ
と
が
整
合
的
に
理
解
で
き
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
現
存
す
る
『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
諸
写
本
は
、
伏
見
宮
本
を
書
写
し
た
賀
茂
本
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
本
稿
で
推
定
し
た
書
写
系
統
が
ど
の
よ
う
に
賀
茂
本
に
つ
な
が
る
か
が
次
な
る
課
題
と
な
る
。
そ
の
解
明
の
た
め
に
は
、
京
極

『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
研
究
（
白
根
）

二
三



　

注
（
1
）　

拙
稿
Ａ
「
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
所
蔵
『
台
記
』
の
初

歩
的
考
察
─
保
延
二
年
十
月
記
を
中
心
に
─
」（『
中
央
史
学
』
四
二
、

二
〇
一
九
年
）、
拙
稿
Ｂ
「『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
基
礎
的
考
察
─

写
本
の
比
較
検
討
を
通
し
て
─
」（『
中
央
史
学
』
四
三
、
二
〇
二
〇

年
）。

（
₂
）　

伏
見
宮
本
は
函
架
番
号
伏
・
六
一
六
、
柳
原
本
は
函
架
番
号
柳
・

四
四
七
。

（
₃
）　

紅
葉
山
本
は
請
求
番
号
特
〇
二
四
─
〇
〇
一
〇
、
坊
城
本
は
請
求

番
号
一
六
一
─
〇
〇
五
七
、
賀
茂
本
は
請
求
番
号
一
六
一
─
〇
〇
五

六
。

（
₄
）　

配
架
番
号
三
─
四
八
三
五
─
二
。

（
5
）　

請
求
記
号
貴
一
六
四
。

（
₆
）　

藤
原
重
雄
・
尾
上
陽
介
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
台
記
』

仁
平
三
年
冬
記
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
一
六
、
二

〇
〇
六
年
）
や
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
影
印
叢
書
二　

平
安
鎌
倉
記
録
典
籍
集
』（
八
木
書
店
、
二
〇
〇

七
年
）、
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
編
『
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
六

六　

台
記　

宇
槐
記
抄
・
台
記
抄
・
宇
槐
雑
抄
』（
八
木
書
店
、
二

〇
一
七
年
）
な
ど
が
数
少
な
い
成
果
で
あ
る
。

（
₇
）　

広
幡
本
は
函
架
番
号
二
五
九
─
一
五
〇
、
日
野
本
は
函
架
番
号
二

六
五
─
一
〇
〇
九
。

（
₈
）　

橋
本
政
宣
編
『
公
家
事
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
₉
）　

所
功
編
『
日
本
の
宮
家
と
女
性
宮
家
』（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇

一
二
年
）。

（
1₀
）　

前
掲
『
公
家
事
典
』。

（
11
）　

筑
波
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
「
栄
葉
集　

雑
」（
請
求
記
号
ル
二

一
六
─
三
二
）
の
巻
末
に
、
光
栄
の
孫
光
祖
に
よ
る
光
栄
の
所
伝
が

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
霊
元
上
皇
の
命
で
光
栄
が
家
仁
親
王

の
和
歌
を
添
削
し
た
話
や
、
光
栄
が
終
日
家
仁
親
王
の
桂
川
別
業
で

陪
従
し
て
和
歌
を
詠
じ
た
話
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該

史
料
は
簗
瀬
一
雄
「
烏
丸
光
栄
研
究
序
説
（
一
）」（『
愛
知
淑
徳
大

学
国
語
国
文
』
一
二
、
一
九
八
九
年
）
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
1₂
）　

拙
稿
Ｂ
参
照
。
柳
原
本
は
『
宇
槐
雑
抄
』
を
表
す
「
抄
」
の
文
字

を
略
し
て
い
る
。

（
1₃
）　

拙
稿
Ｂ
参
照
。

（
1₄
）　

神
道
大
系
編
纂
会
編
『
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
一　

儀
式
・
内

裏
式
』（
精
興
社
、
一
九
八
〇
年
）。

宮
本
さ
ら
に
は
そ
の
元
と
な
っ
た
写
本
の
探
究
が
欠
か
せ
な
い
。
烏
丸
本
の
件
も
含
め
、
引
き
続
き
写
本
の
調
査
・
検
討
を
進
め
て
い
き

た
い
。
ま
た
、
今
後
の
調
査
・
検
討
の
結
果
に
よ
っ
て
は
修
正
す
べ
き
点
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
次
稿
に
お
け
る
報
告
を
期
し
て

擱
筆
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
四



（
15
）　

前
掲
『
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
六
六　

台
記　

宇
槐
記
抄
・
台
記

抄
・
宇
槐
雑
抄
』
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
尊
経
閣
文
庫
が
所
蔵
す
る

『
台
記
』『
台
記
別
記
』
の
中
に
、「
烏
丸
家
蔵
」
と
い
う
蔵
書
印
の

あ
る
烏
丸
家
旧
蔵
本
が
含
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
『
台
記
別
記
』
の
第
八
冊
は
保
延
二
年
冬
記
で
、「
台
記
別〻
記〻
保
延

二
年
／
此
一
冊
殊
秘
本
也
、
不
可
出
閫
外
也
、
／
光
栄
」
と
記
さ
れ

た
打
付
書
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
打
付
書
の
文
言
は
広
幡
本
に
付
さ

れ
て
い
る
光
栄
の
識
語
と
極
め
て
似
通
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
本
稿
で

想
定
す
る
烏
丸
本
に
該
当
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　

な
お
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
閲
覧
調
査
が
実
施
で
き
て
い
な
い
。

今
後
、
機
会
を
得
ら
れ
た
ら
、
烏
丸
本
の
確
認
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

（
1₆
）　

前
掲
『
公
家
事
典
』。

〔
補
注
〕　

脱
稿
後
、
原
水
民
樹
『『
台
記
』
注
釈　

久
安
六
年
』（
和
泉
書

院
、
二
〇
二
一
年
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
再
校
の
直
前
に
、
尊

経
閣
文
庫
に
お
い
て
、
注
（
15
）
の
烏
丸
家
旧
蔵
本
を
閲
覧
調
査
す

る
機
会
を
得
た
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
本
稿
で
提
起
し
た
仮
説

が
妥
当
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

『
台
記
』
保
延
二
年
記
の
写
本
研
究
（
白
根
）

二
五




